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○松本市社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の届出に関する規則 

令和３年３月２５日 

規則第４８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）に定め

るもののほか、無料低額宿泊所（松本市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定

める条例（令和３年条例第５号）第３条に規定する無料低額宿泊所をいう。以下同じ。）

の届出に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開始の届出） 

第２条 法第６８条の２の規定による届出は、第２種社会福祉事業（無料低額宿泊所）開始

届（様式第１号）により行うものとする。 

（変更の届出） 

第３条 法第６８条の３の規定による届出は、第２種社会福祉事業（無料低額宿泊所）変更

届出書（様式第２号）により行うものとする。 

（休止又は再開の届出） 

第４条 法第６８条の２第１項の規定により届出をした者は、開始した社会福祉住居施設を

設置する第２種社会福祉事業を休止したときは、休止日から１月以内に第２種社会福祉事

業（無料低額宿泊所）休止・再開届（様式第３号。以下「休止・再開届」という。）によ

り市長に届け出なければならない。 

２ 法第６８条の２第２項の規定により届出をした者は、開始した社会福祉住居施設を設置

する第２種社会福祉事業を休止しようとするときは、あらかじめ、休止・再開届により市

長に届け出なければならない。 

３ 第１項の規定により休止の届出をした者は、休止した社会福祉住居施設を設置する第２

種社会福祉事業を再開したときは、再開の日から１月以内に休止・再開届により市長に届

け出なければならない。 

４ 第２項の規定により届出をした者は、休止した社会福祉住居施設を設置する第２種社会

福祉事業を再開しようとするときは、あらかじめ、休止・再開届により市長に届け出なけ

ればならない。 

（廃止の届出） 

第５条 法第６８条の４の規定による届出は、第２種社会福祉事業（無料低額宿泊所）廃止

届（様式第４号）により行うものとする。 
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（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、無料低額宿泊所の届出に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

 


